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第118期 決 算 公 告 
2026年6月18日 

石川県金沢市広岡二丁目12番6号 

株 式 会 社  北 國 銀 行 

代表取締役社長  米谷  治彦 

 

 

連結貸借対照表（2026年3月31日現在） 

（単位：百万円） 
 

科 目 金 額 科 目 金 額 

（ 資 産 の 部 ） 
 

（ 負 債 の 部 ）  

現 金 預 け 金 1,378,516 預 金 4,754,363 

コールローン及び買入手形 116,000 譲 渡 性 預 金 59,400 

買 入 金 銭 債 権 580 コールマネー及び売渡手形 545,556 

金 銭 の 信 託 13,508 債券貸借取引受入担保金 839,297 

有 価 証 券 1,883,435 借 用 金 5,944 

貸 出 金 3,017,002 外 国 為 替 3 

外 国 為 替 5,219 信 託 勘 定 借 37 

リース債権及びリース投資資産 43,322 そ の 他 負 債 74,664 

そ の 他 資 産 35,007 賞 与 引 当 金 486 

有 形 固 定 資 産 49,764 役 員 株 式 給 付 引 当 金 257 

建 物 28,908 睡眠預金払戻損失引当金 31 

土 地 15,050 繰 延 税 金 負 債 280 

建 設 仮 勘 定 567 再評価に係る繰延税金負債 1,070 

その他の有形固定資産 5,238 支 払 承 諾 19,931 

無 形 固 定 資 産 21,649 負 債 の 部 合 計 6,301,325 

ソ フ ト ウ ェ ア 21,299 （ 純 資 産 の 部 ）  

の れ ん 27 資 本 金 27,284 

その他の無形固定資産 322 資 本 剰 余 金 15,079 

退 職 給 付 に 係 る 資 産 3,553 利 益 剰 余 金 154,173 

繰 延 税 金 資 産 2,272 株 主 資 本 合 計 196,537 

支 払 承 諾 見 返 19,931 その他有価証券評価差額金 5,079 

貸 倒 引 当 金 △59,981 繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 11,076 

 
 

土 地 再 評 価 差 額 金 1,616 

 
 

退職給付に係る調整累計額 2,527 

 
 

その他の包括利益累計額合計 20,300 

 
 

非 支 配 株 主 持 分 11,619 

 
 

純 資 産 の 部 合 計 228,457 

資 産 の 部 合 計 6,529,783 負債及び純資産の部合計 6,529,783 
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連結損益計算書 ( 2025年 4 月 1日から 
2026年 3 月31日まで ) 

 
（単位：百万円） 

 
科 目 金 額 

経 常 収 益    150,471  

資 金 運 用 収 益  68,951    

貸 出 金 利 息  35,929    

有 価 証 券 利 息 配 当 金  27,054    

コールローン利息及び買入手形利息  2,001    

預 け 金 利 息  3,769    

そ の 他 の 受 入 利 息  196    

信 託 報 酬  0    

役 務 取 引 等 収 益  9,853    

そ の 他 業 務 収 益  6,489    

そ の 他 経 常 収 益  65,176    

償 却 債 権 取 立 益  54    

そ の 他 の 経 常 収 益  65,122    

経 常 費 用    132,653  

資 金 調 達 費 用  18,094    

預 金 利 息  7,915    

譲 渡 性 預 金 利 息  56    

コールマネー利息及び売渡手形利息  2,538    

債 券 貸 借 取 引 支 払 利 息  6,428    

借 用 金 利 息  22    

社 債 利 息  110    

そ の 他 の 支 払 利 息  1,023    

役 務 取 引 等 費 用  4,174    

そ の 他 業 務 費 用  65,082    

営 業 経 費  35,705    

そ の 他 経 常 費 用  9,595    

貸 倒 引 当 金 繰 入 額  6,591    

そ の 他 の 経 常 費 用  3,003    

経 常 利 益    17,817  

特 別 利 益    7  

固 定 資 産 処 分 益  7    

特 別 損 失    1,008  

固 定 資 産 処 分 損  283    

減 損 損 失  724    

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益    16,817  

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税  5,930    

法 人 税 等 調 整 額  △1,900    

法 人 税 等 合 計    4,029  

当 期 純 利 益    12,787  

非支配株主に帰属する当期純利益    86  

親会社株主に帰属する当期純利益    12,700  
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連結注記表 
 

 
連結計算書類の作成方針 

 

⑴ 連結の範囲に関する事項 

① 連結される子会社及び子法人等  2社 

会社名 

北國総合リース株式会社 

北國保証サービス株式会社 

なお、北國総合リース株式会社、北國保証サービス株式会社は、親会社である株式会社ＣＣＩグループから北國総合

リース株式会社の株式を取得したことにより当連結会計年度から連結しております。 

② 非連結の子会社及び子法人等 

 該当事項はありません。 

③ 他の会社等の議決権の過半数を自己の計算において所有しているにもかかわらず子会社及び子法人等としなかった当

該他の会社等の名称 

 該当事項はありません。 

⑵ 持分法の適用に関する事項 

① 持分法適用の非連結の子会社及び子法人等 

 該当事項はありません。 

② 持分法適用の関連法人等 

 該当事項はありません。 

③ 持分法非適用の非連結の子会社及び子法人等 

 該当事項はありません。 

④ 持分法非適用の関連法人等    1社 

会社名 

株式会社北國クレジットサービス 

持分法非適用の関連法人等は、当期純損益（持分に見合う額）、利益剰余金（持分に見合う額）及びその他の包括利益

累計額（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象から除いても連結財務諸表に重要な影響を与えないため、持分

法の対象から除いております。 

 ⑤ 他の会社等の議決権の100分の20以上、100分の50以下を自己の計算において所有しているにもかかわらず関連法人等

としなかった当該他の会社等の名称 

 該当事項はありません。 

⑶ 連結される子会社及び子法人等の事業年度等に関する事項 

 連結される子会社及び子法人等の決算日は次のとおりであります。 

3月末日    2社 

⑷ 開示対象特別目的会社に関する事項 

① 開示対象特別目的会社の概要及び開示対象特別目的会社を利用した取引の概要 

 該当事項はありません。 

② 当連結会計年度における開示対象特別目的会社との取引金額等 

 該当事項はありません。 

⑸ のれんの償却に関する事項 

 該当事項はありません。
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 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

  

会計方針に関する事項 

⑴ 商品有価証券の評価基準及び評価方法 

 商品有価証券の評価は、時価法（売却原価は移動平均法により算定）により行っております。 

⑵ 有価証券の評価基準及び評価方法 

① 有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、持分法非適用の関連

法人等株式については移動平均法による原価法、その他有価証券については時価法（売却原価は移動平均法により算

定）、ただし市場価格のない株式等については移動平均法による原価法により行っております。 

 なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。また、外貨建その他有

価証券（債券）の換算差額については、外国通貨ベースの時価の変動に係る換算差額を評価差額とし、それ以外の差

額については為替差損益として処理しております。 

② 有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券の評価は、時

価法により行っております。 

⑶ デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 

 デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。 

⑷ 固定資産の減価償却の方法 

① 有形固定資産 

 当行の有形固定資産は、定率法を採用しております。 

 また、主な耐用年数は次のとおりであります。 
建 物 10年～50年 

そ の 他 3年～20年 

 連結される子会社及び子法人等の有形固定資産については、資産の見積耐用年数に基づき、主として定率法により

償却しております。 

② 無形固定資産 

 無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、当行並びに連結さ

れる子会社及び子法人等で定める利用可能期間（5年～10年）に基づいて償却しております。 

⑸ 貸倒引当金の計上基準 

 当行の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。 

 破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下「破綻先」という。）に係る債権及びそれと同

等の状況にある債務者（以下「実質破綻先」という。）に係る債権については、以下のなお書きに記載されている直接

減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しておりま

す。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者（以下「破綻懸念

先」という。）に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、

その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。 

 貸出条件緩和債権等を有する債務者等で与信額が一定額以上の大口債務者及び破綻懸念先のうち、債権の元本の回収

及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積もることができる債権については、当該キャッシュ・フロ

ーを貸出条件緩和実施前の約定利子率で割引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法（キャッシ

ュ・フロー見積法）により計上しております。 

 上記以外の債権については、債務者の財務情報等に加え、債務者との関係性（リレーション）、債務者の事業への理

解度（事業性理解）を踏まえて細分化したグループ毎に1年間又は3年間の倒産実績を基礎とした倒産確率を求め、景気

変動要因を加味するため、過去の倒産確率の長期平均値に基づき算出した予想損失率を用いて算定しております。 

 すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査

部署が査定結果を監査しております。 

 連結される子会社及び子法人等の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績率等を勘案して必要と認めた額

を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額をそれぞれ計上しておりま

す。 

 なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証による回収

が可能と認められる額を控除した残額のうち、取立不能見込額を債権額から直接減額しており、その金額は1,015百万

円であります。 

⑹ 賞与引当金の計上基準 

 賞与引当金は、従業員への賞与の支払に備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当連結会計年度に帰

属する額を計上しております。 

⑺ 役員株式給付引当金の計上基準 

 役員株式給付引当金は、内規に基づき当行の取締役及び執行役員等に対して信託を通じて給付する当行親会社である

株式会社ＣＣＩグループの株式の給付に備えるため、株式給付債務の見込み額を計上しております。 
⑻ 睡眠預金払戻損失引当金の計上基準 

 睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、将来の払戻請

求に応じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上しております。 
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⑼ 退職給付に係る会計処理の方法 

 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については給付算定

式基準によっております。また、過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。 

 過去勤務費用：その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）による定額法により損益処理 

 数理計算上の差異：各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）による定額法によ

り按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から損益処理 

⑽ 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 

 外貨建の資産・負債は、連結決算日の為替相場による円換算額を付しております。 

⑾ 収益及び費用の計上基準 

① ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準 

 リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法によっております。 

② 有価証券利息配当金に含まれる株式配当金の認識基準 

 その他利益剰余金の処分による株式配当金（配当財産が現金である場合に限る）の認識基準については、発行会社

の株主総会、取締役会又はその他決定権限を有する機関において行われた配当金に関する決議の効力が発生した日の

属する連結会計年度に計上しております。ただし、決議の効力が発生した日の後、通常要する期間内に支払を受ける

ものであれば、その支払を受けた日の属する連結会計年度に認識しております。 

③ 顧客との契約から生じる収益の計上基準 

 顧客との契約から生じる収益の計上基準は、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点としておりま

す。また、顧客との契約から生じる収益の計上額は、財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で算出して

おります。当行が参加する他社が運営するポイントプログラムについては、将来利用される見込額を第三者のために

回収する額として認識し、役務取引等収益より控除しております。 

⑿ 重要なヘッジ会計の方法 

① 金利リスク・ヘッジ 

 当行の金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における金融商品会計基準適

用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第24号 令和4年3月17日。以下

「業種別委員会実務指針第24号」という。）に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法につ

いては、相場変動を相殺するヘッジについて、ヘッジ対象となる預金・貸出金等とヘッジ手段である金利スワップ取

引等を一定の期間毎にグルーピングのうえ特定し評価しております。 

② 為替変動リスク・ヘッジ 

 当行の外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における外貨建取

引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第25号 令和2年10

月8日。以下「業種別委員会実務指針第25号」という。）に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価

の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワッ

プ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が

存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価しております。 

⒀ 消費税等の会計処理 

 有形固定資産に係る控除対象外消費税等は当連結会計年度の費用に計上しております。 

⒁ 関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続 

 投資信託の解約に伴う損益については、個別銘柄毎に集計し、投資信託解約益は「資金運用収益」の「有価証券利息

配当金」として、投資信託解約損は「その他業務費用」として計上しております。 

 

 未適用の会計基準等 

（リースに関する会計基準等） 

・「リースに関する会計基準」（企業会計基準第34号 令和6年9月13日 企業会計基準委員会） 

・「リースに関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第33号 令和6年9月13日 企業会計基準委員会）等 

⑴ 概要 

 企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として、借手の全てのリ

ースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準を踏まえた検討が

行われ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、IFRS第16号の全ての定めを

採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性が高く、かつ、IFRS第16号の定めを

個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となることを目指したリース会計基準等が公表されました。 

 借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第16号と同様に、リースがファイナン

ス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースについて使用権資産に係る減価

償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。 

 

⑵ 適用予定日 

 2028年3月期の期首より適用予定です。 

 

⑶ 当該会計基準等の適用による影響 

 「リースに関する会計基準」等の適用による連結計算書類に与える影響額については、現時点で評価中です。  
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 重要な会計上の見積り 

 会計上の見積りにより当連結会計年度に係る連結計算書類にその額を計上した項目であって、翌連結会計年度に係る連

結計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、貸倒引当金です。 

 

⑴ 当連結会計年度に係る連結計算書類に計上した額 

 貸倒引当金 59,981百万円 

 

⑵ 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報 

① 算出方法 

 貸倒引当金は、資産の自己査定基準に則った債務者区分の判定結果に基づき、「会計方針に関する事項」「⑸ 貸倒

引当金の計上基準」に記載の方法により算出しております。 

 

② 主要な仮定 

 主要な仮定は、「債務者区分の判定における与信先の将来の業績見通し」であります。 

（債務者区分の判定における与信先の将来の業績見通し） 

債務者区分の判定に当たっては、与信先の財務情報、将来見込情報、融資契約条件、取引履歴、その他の定性情報等

の情報に基づき、これらを総合的に勘案した判断を行っておりますが、これらのうち、特に将来の業績改善を見込んだ

経営改善計画や今後の経営改善計画の策定見込みなどの債務者に係る将来見込については、一定の仮定を置いて判断し

ております。 

 

③ 翌連結会計年度に係る連結計算書類に及ぼす影響 

 上記の仮定は不確実であり、翌期において経済環境や債務者の状況が想定より変化した場合には、翌連結会計年度

に係る連結計算書類における貸倒引当金に重要な影響を及ぼす可能性があります。 

 

 追加情報 

（役員向け株式交付信託） 

 当行は、当行の取締役及び執行役員等（以下「取締役等」という。）に対するストック・オプション制度を廃止し、

これに代わるものとして、取締役等に対する株式報酬制度「役員向け株式交付信託」（以下「本制度」という。）を導入

しております。 

 

⑴ 取引の概要 

 本制度は当行が金銭を拠出することにより設定する信託（以下「本信託」という。）が当行親会社である株式会社

ＣＣＩグループの株式（以下「親会社株式」という。）を取得し、当行が各取締役等に付与するポイントの数に相当

する数の親会社株式が本信託を通じて各取締役等に対して交付される株式報酬制度です。なお、取締役等が親会社株

式の交付を受ける時期は、原則として取締役等の退任時です。 

 

⑵ 信託に残存する親会社株式 

 信託に残存する親会社株式は、連結計算書類において有価証券として計上しており、当連結会計年度末における当

該親会社株式の帳簿価額及び株式数は、347百万円及び730千株であります。 
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 注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

 1．関係会社の株式及び出資金総額（連結子会社及び連結子法人等の株式及び出資金を除く） 

株式 116百万円  

 

 2．消費貸借契約により貸し付けている有価証券が、「有価証券」中に含まれておりますがその金額は次のとおりであ

ります。 
国債 85,046百万円  

その他の証券 17,260百万円  

 

 3．銀行法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次のとおりであります。なお、債権は、

連結貸借対照表の「有価証券」中の社債（その元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているもの

であって、当該社債の発行が有価証券の私募（金融商品取引法第2条第3項）によるものに限る。）、貸出金、外国為

替、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返等の各勘定に計上されるもの並びに注記されている

有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券（使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。）であります。 

破産更生債権及びこれらに準ずる債権額 25,381百万円 

危険債権額 42,914百万円 

三月以上延滞債権額 877百万円 

貸出条件緩和債権 8,006百万円 

合計額 77,180百万円 

 破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により

経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。 

 危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権

の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で破産更生債権及びこれらに準ずる債権に該当しないも

のであります。 

 三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金で破産更生債権

及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないものであります。 

 貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本

の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権、

危険債権並びに三月以上延滞債権に該当しないものであります。 

 なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。 

 

 4．手形割引は、業種別委員会実務指針第24号に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた銀行

引受手形、商業手形、荷付為替手形及び買入外国為替等は、売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利

を有しておりますが、その額面金額は3,859百万円であります。 

 

 5．担保に供している資産は次のとおりであります。 

 担保に供している資産 

有価証券 1,040,312百万円 

その他資産 688百万円 

 担保資産に対応する債務 
預金 42,597百万円 

債券貸借取引受入担保金 839,297百万円 

借用金 5,300百万円 

 上記のほか、為替決済取引の担保として、有価証券36,933百万円を差し入れております。 

 また、その他資産には、保証金11百万円が含まれております。 

 

 6．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約

上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸し付けることを約する契約であります。これ

らの契約に係る融資未実行残高は、498,038百万円であり、このうち原契約期間が1年以内のもの又は任意の時期に無

条件で取消可能なものが487,529百万円あります。 

 なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当

行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債

権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をする

ことができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求

するほか、契約後も定期的に予め定めている行内（社内）手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の

見直し、与信保全上の措置等を講じております。 

 

  



- 8 - 
 

 7．土地の再評価に関する法律（平成10年3月31日公布法律第34号）及び同法律の一部を改正する法律（平成11年3月31

日公布法律第24号）に基づき、当行の事業用の土地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金

相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」とし

て純資産の部にそれぞれ計上しております。 

再評価を行った年月日 1999年3月31日 

土地の再評価に関する法律第3条第3項に

定める再評価の方法 

土地の再評価に関する法律施行令（平成10年3月31

日公布政令第119号）第2条第4号に定める地価税法

（平成3年法律第69号）第16条に規定する地価税の

課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定す

るために国税庁長官が定めて公表した方法により

算出した価額に基づいて、奥行価格補正等合理的

な調整を行って算出しております。 

 土地の再評価に関する法律第10条に定める再評価を行った事業用土地の当連結会計年度末における時価の合計額と

当該事業用土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額 4,658百万円 

 

 8．有形固定資産の減価償却累計額 33,756百万円 

  

 9．有形固定資産の圧縮記帳額 2,352百万円 

 

10．「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第2条第3項）による社債に対する保証債務の額は

3,508百万円であります。 

 

11．当行の取締役及び監査役との間の取引による取締役及び監査役に対する金銭債権総額 

 25百万円 

12．元本補填契約のある信託の元本金額は、金銭信託37百万円であります。 

 

13．連結自己資本比率（国内基準）は7.62％であります。 

 

（連結損益計算書関係） 

 1．「その他の経常収益」には、株式等売却益64,276百万円を含んでおります。 

 

 2．「その他の経常費用」には、貸出金償却24百万円、株式等売却損1,890百万円、株式等償却784百万円及び債権売却

損27百万円を含んでおります。 

 

 3．包括利益は6,515百万円であります。  
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（金融商品関係） 

1．金融商品の状況に関する事項 

⑴ 金融商品に対する取組方針 

 当行グループは、銀行業務を中心にリース業務などの金融サービスに係る事業を行っております。銀行業務の主

要業務として、資金の貸付けや手形の割引並びに国債、地方債等の有価証券の売買、引受等の資金運用を行ってお

ります。一方、資金調達については、預金の受入れを中心に、必要に応じて社債の発行やコールマネー等により行

っております。このように、主として金利変動を伴う金融資産及び金融負債を有しているため、資産・負債を総合

的管理（ALM）するとともに、銀行業務における各種リスクを認識し、そのリスクへの対応を図っております。ま

た、これらの一環として、デリバティブ取引も行っております。 

 

⑵ 金融商品の内容及びそのリスク 

 当行グループが保有する金融資産は、主として国内の法人及び個人に対する貸出金であり、顧客の契約不履行に

よってもたらされる信用リスクを内包しております。また、貸出金残高については、地域的に当行の本店所在地で

ある石川県のウエイトが大きく、地元経済環境の状況の変化が信用リスクに大きく影響いたします。また、有価証

券は主に国債、地方債、社債、株式であり、保有目的区分としては主にその他有価証券として保有しております。

これらは、それぞれの発行体の信用リスク及び金利変動リスク、市場価格の変動リスク、外貨建債券については為

替変動リスクを内包しております。 

 一方、金融債務は主として預金であり、その他にコールマネー等があります。コールマネー等は、深刻な金融シ

ステム不安の発生や外部の格付機関による当行の格付引き下げ、及び当行の財務内容の大幅な悪化など一定の環境

の下で当行の資金調達力が著しく低下するような場合には、不利な条件下で資金調達取引を行わざるを得ないおそ

れがあり、資金調達費用が大幅に増加する可能性があります。 

 デリバティブ取引には、当行が保有している資産・負債に係る市場リスク（金利リスク・為替リスク）に対して

ALMの一環で行っているヘッジ目的取引と、多様化する取引先のリスクヘッジニーズへの対応を目的とした取引が

あります。当行ではヘッジを目的として利用している金利スワップ取引、通貨スワップ取引等については、ヘッジ

会計を適用し、ヘッジ対象である資産・負債との対応状況が適切であるか、またヘッジ手段によりヘッジ対象の金

利リスクや為替リスクが減殺されているか、その有効性を定期的に検証しております。 

 

⑶ 金融商品に係るリスク管理体制 

① 信用リスクの管理 

 当行グループは、信用リスク管理方針、クレジットポリシー、貸出規程及び信用リスクに関する管理諸規程に

基づき、貸出金について個別案件ごとの与信審査、内部格付、自己査定、大口与信管理、リスク量計測、問題債

権への対応など与信管理に関する体制を整備し運営しております。これらの与信管理は各営業拠点のほか、各審

査管理担当部署により行われ、定期的に、また必要に応じて取締役会等に付議、報告されております。また、信

用リスク管理の状況については監査部が適切に監査しております。 

 有価証券の発行体の信用リスク及び資金取引、デリバティブ取引等のカウンターパーティーリスクに関して

は、当行の市場金融部において、信用情報や時価の把握を定期的に行うことで管理しております。 

 

② 市場リスクの管理 

（ⅰ）金利リスクの管理 

 当行グループでは主として預金として受入れた資金を貸出金や有価証券で運用しておりますが、預金・貸出

金等の金利更改期日の違いから発生する長短金利ギャップを抱えております。このため、当行グループでは統

合的リスク管理方針及び統合的リスク管理規程に基づき、経営管理部においてリスク限度額の設定及びモニタ

リングを行い、グループ戦略会議及び取締役会に付議、報告しております。この他に経営企画部、経営管理部

において、金利感応度分析やギャップ分析、ラダー分析、銀行勘定の金利リスク（IRRBB）基準に基づく金利

リスクのモニタリング等を行い定期的にグループ戦略会議に報告しております。 

 なお、金利変動リスクをヘッジするために金利スワップ取引も行っております。 

（ⅱ）為替リスクの管理 

 当行グループでは、資産・負債の一部を外国通貨建で保有しております。これらの外国通貨建資産・負債に

ついては通貨スワップ等により適切にヘッジを行い、為替リスクをコントロールしております。 

（ⅲ）価格変動リスクの管理 

 株式や投資信託などの価格変動リスクについては、適切な収益の確保を図りつつリスクを当行グループとし

て取り得る許容範囲に抑えるために、統合的リスク管理方針及び統合的リスク管理規程に基づき管理していま

す。この中で、リスク抑制を図る必要のある運用・取引については限度枠を設定しております。 

 また、市場ミドル部門はリスク管理部門である経営管理部と連携し、リスク量のモニタリング、限度枠遵守

の確認を行っております。また、経営管理部ではこれに加えリスクの特定と計測・分析、ストレステスト等を

実施しております。これらの情報は定期的に又は必要に応じてグループ戦略会議及び取締役会等に報告されて

おります。 
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（ⅳ）デリバティブ取引 

 デリバティブ取引については、取扱の権限・ヘッジ方針等を定めた社内規定や取引相手先別のクレジットラ

インを制定しております。取引の約定を行うフロントオフィスと取引の照合やクレジットライン等の管理を行

うバックオフィス、ヘッジ有効性評価を行う部門を分離し、相互牽制が働く体制となっております。 

（ⅴ）市場リスクに係る定量的情報 

 当行グループにおいて、金利リスク及び株式等の価格変動リスクの影響を受ける主たる金融商品は、銀行勘

定における「貸出金」、「有価証券」、「預金」、「デリバティブ取引」等であります。当行グループの金利・株

式・投資信託関連の市場リスク量の計測をVaRにより行っております。VaRの算定にあたっては分散共分散法

（保有期間半年、信頼区間99.9％、観測期間720営業日）を採用しており、金利リスクと価格変動リスクとの

相関を考慮しております。2026年3月31日現在の当行グループの市場リスク量は34,051百万円であります。当

行グループの預金のうち、流動性預金の金利リスクの計測については預金内部モデルを採用しております。 

 当行グループの有価証券についてモデルが算出するVaRと実際の損益を比較するバックテスティングの実施

により、使用する計測モデルは十分な精度によりリスクを捕捉するものとして、現在の計測モデルを使用して

おります。ただしVaRは過去の市場変動をベースに正規分布に基づいた発生確率で計測しており、通常では考

えられないほど市場環境が激変する状況下におけるリスクは捕捉できない場合があります。また、VaRは前提

条件等に基づいて算定した統計的な値であり、最大損失額の予測を意図するものではありません。 

 

⑷ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

 金融商品の時価には、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異な

る場合もあります。 

 

2．金融商品の時価等に関する事項 

 2026年3月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。なお、市場価

格のない株式等及び組合出資金は、次表には含めておりません（（注１）参照）。 

 現金預け金、コールローン及び買入手形、外国為替（資産・負債）、コールマネー及び売渡手形並びに債券貸借取

引受入担保金は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。また、連

結貸借対照表計上額の重要性が乏しい科目については記載を省略しております。 

（単位：百万円） 
 

 連結貸借対照表計上額 時 価 差 額 

⑴ 有価証券    

 満期保有目的の債券 171,141 164,584 △6,557 

 その他有価証券 1,654,466 1,654,466 － 

⑵ 貸出金 3,017,002   

貸倒引当金（＊１） △59,981   

 2,957,021 2,932,983 △24,037 

資産計 4,782,628 4,752,033 △30,594 

  預金 4,754,363 4,753,527 △836 

負債計 4,754,363 4,753,527 △836 

デリバティブ取引（＊２）    

ヘッジ会計が適用されていないもの 171 171 － 

ヘッジ会計が適用されているもの 16,007 16,007 － 

デリバティブ取引計 16,178 16,178 － 
 

（＊１）貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。 

（＊２）その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。 

デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目

については（ ）で表示しております。 
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（注１）市場価格のない株式等及び組合出資金の連結貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価情報の

「その他有価証券」には含まれておりません。 
（単位：百万円） 

 
区 分 連 結 貸 借 対 照 表 計 上 額 

① 非上場株式（＊１）（＊２） 10,997 

② 組合出資金（＊２）（＊３） 46,830 

合 計 57,827 
 

（＊１）非上場株式については、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 令和

2年3月31日）第5項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。 

（＊２）当連結会計年度において非上場株式の減損処理は行っておりません。組合出資金の減損処理額は17百万円

であります。 

（＊３）組合出資金については、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 令和3

年6月17日）第24-16項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。 

 

（注２）金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額 
（単位：百万円） 

 

 
１年以内 

 
１ 年 超 
３年以内 

３ 年 超 
５年以内 

５ 年 超 
７年以内 

７ 年 超 
1 0年以内 

1 0 年 超 
 

有価証券       

満期保有目的の債券 20,000 23,000 43,000 44,500 43,100 － 

その他有価証券の 
うち満期があるもの 

314,976 316,038 269,544 29,804 180,546 160,047 

うち国債 124,000 192,000 148,000 － 151,500 135,000 

地方債 93,223 76,292 72,228 25,548 2,488 165 

社債 77,116 30,008 40,516 1,858 － 900 

その他 20,636 17,737 8,799 2,398 26,557 23,982 

貸出金（＊） 718,852 499,716 542,423 278,694 335,856 600,567 

合計 1,053,829 838,754 854,968 352,999 559,503 760,615 
 

（＊）貸出金のうち、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先のうち延滞等の状況から償還予定額が見込めない30,894

百万円、期間の定めのないもの9,995百万円は含めておりません。 

 

（注３）その他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額 
（単位：百万円） 

 

 
１年以内 

 
１ 年 超 
３年以内 

３ 年 超 
５年以内 

５ 年 超 
７年以内 

７ 年 超 
1 0年以内 

1 0 年 超 
 

預金（＊） 3,771,525 184,141 33,548 － － － 

合計 3,771,525 184,141 33,548 － － － 
 

（＊）預金のうち、要求払預金については「１年以内」に含めて開示しております。 

 

3．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項 

 金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類し

ております。 

 レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成さ 

         れる当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定 

         した時価 

 レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外 

         の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価 

 レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価 

 

 時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレ

ベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。 
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(1）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品 

 当連結会計年度（2026年3月31日） 

（単位：百万円） 

区分 
時価 

レベル１ レベル２ レベル３ 合計 

有価証券     

 その他有価証券     

  国債 721,043 － － 721,043 

  地方債 － 259,472 － 259,472 

  政保債 － 34,987 － 34,987 

  公団債 － 492 － 492 

  金融債 － 36,521 － 36,521 

  事業債 － 72,941 3,344 76,286 

  株式 31,130 － － 31,130 

  外国債券 30,515 63,627 － 94,142 

  その他 35,674 364,714 － 400,388 

資産計 818,363 832,757 3,344 1,654,466 

デリバティブ取引

（＊） 
    

 通貨関連 － 171 － 171 

 金利関連 － 16,007 － 16,007 

デリバティブ取引計 － 16,178 － 16,178 

（＊）その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。 

デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目に

ついては( )で表示しております。 

 

(2）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品 

（単位：百万円） 

区分 
時価 

レベル１ レベル２ レベル３ 合計 

有価証券     

 満期保有目的の債券 164,584 － － 164,584 

貸出金 － － 2,932,983 2,932,983 

資産計 164,584 － 2,932,983 3,097,567 

預金 － 4,753,527 － 4,753,527 

負債計 － 4,753,527 － 4,753,527 

 

（注１）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明 

資 産 

有価証券 

 有価証券については、活発な市場における無調整の相場価格を利用できるものはレベル１の時価に分類しておりま

す。主に上場株式や主要国国債がこれに含まれます。 

 公表された相場価格を用いていたとしても市場が活発でない場合にはレベル２の時価に分類しております。主に地方

債、社債及び主要国以外の国債がこれに含まれます。 

 相場価格が入手できない場合には、将来キャッシュ・フローの現在価値技法などの評価技法を用いて時価を算定して

おります。評価に当たっては観察可能なインプットを最大限利用しており、インプットには、無リスク金利、信用スプ

レッド、倒産確率等が含まれます。算定に当たり観察できないインプットを用いていない又はその影響が重要でない場

合はレベル２の時価に分類しており、重要な観察できないインプットを用いている場合はレベル３の時価に分類してお

ります。 
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貸出金 

 貸出金については、貸出金の種類及び内部格付、期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を市場金利に信用リスク

等を反映させた割引率で割り引いて時価を算定しております。このうち変動金利によるものは、短期間で市場金利を反

映するため、貸出先の信用状態が実行後大きく異なっていない場合は時価と帳簿価額が近似していることから、帳簿価

額を時価としております。また、残存期間が短期間（１年以内）のものは、時価は帳簿価額に近似していることから、

当該帳簿価額を時価としております。 

 破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、見積将来キャッシュ・フローの割引現在価値、又

は、担保及び保証による回収見込額等を用いた割引現在価値により時価を算定しております。 

 当該時価については、観察できないインプットによる影響額が重要であるためレベル３の時価に分類しております。 

 

負 債 

預金 

 要求払預金については、連結決算日に要求に応じて直ちに支払うものは、その金額を時価としております。また、定

期預金については、一定の期間ごとに区分して、将来キャッシュ・フローを割り引いた割引現在価値により時価を算定

しております。割引率は、市場金利を用いております。なお、残存期間が短期間（１年以内）のものは、時価は帳簿価

額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。当該時価はレベル２の時価に分類しております。 

 

デリバティブ取引 

 デリバティブ取引は、金利関連取引（金利スワップ）及び通貨関連取引（通貨オプション、通貨スワップ等）であ

り、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算出した価額によっております。 

 活発な市場における無調整の相場価格を利用できるものはレベル１の時価に分類しており、主に債券先物取引や金利

先物取引がこれに含まれます。観察できないインプットを用いていない又はその影響が重要でない場合はレベル２の時

価に分類しており、重要な観察できないインプットを用いている場合はレベル３の時価に分類しております。 

 

（注２）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品のうちレベル３の時価に関する情報 

(1）重要な観察できないインプットに関する定量的情報（2026年3月31日） 

区分 評価技法 

重要な 

観察できない 

インプット 

インプットの範囲 
インプットの 

加重平均 

有価証券     

 その他有価証券     

  事業債 現在価値技法 倒産確率 0.15％～2.84％ 0.71％ 

 

(2) 期首残高から期末残高への調整表、当期の損益に認識した評価損益 

       （単位：百万円） 

 
期首 

残高 

当期の損益又は 

その他の包括利益 
購入、 

売却、 

発行及び 

決済の 

純額 

レベル３ 

の時価 

への 

振替 
 

レベル３ 

の時価 

からの 

振替 
 

 

期末 

残高 

当期の損益に 

計上した額の 

うち連結貸借対照

表日において保有

する金融資産及び 

負債の評価損益 

損益に 

計上 

その他の 

包括利益 

に計上 

（＊） 

有価証券         

 その他 

 有価証券 
        

  事業債 3,464 － △62 △58 － － 3,344 － 

資産計 3,464 － △62 △58 － － 3,344 － 

（＊）連結包括利益計算書の「その他の包括利益」の「その他有価証券評価差額金」に含まれております。 

 

(3) 時価の評価プロセスの説明 

 当行グループはリスク管理部門において時価の算定に関する方針及び手続を定めており、これに沿って市場取引部

門が時価を算定しております。算定された時価は、独立した評価部門において、時価の算定に用いられた評価技法及

びインプットの妥当性並びに時価のレベルの分類の適切性を検証しております。検証結果は毎期リスク管理部門に報

告され、時価の算定の方針及び手続に関する適切性が確保されております。 

 時価の算定に当たっては、個々の資産の性質、特性及びリスクを最も適切に反映できる評価モデルを用いておりま

す。また、第三者から入手した相場価格を利用する場合においても、利用されている評価技法及びインプットの確認

や類似の金融商品の時価との比較等の適切な方法により価格の妥当性を検証しております。 

 

(4) 重要な観察できないインプットを変化させた場合の時価に対する影響に関する説明 

 事業債の時価の算定で用いている重要な観察できないインプットは、倒産確率であります。これらのインプットの

著しい増加（減少）は、それら単独では、時価の著しい低下（上昇）を生じさせます。 
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（有価証券関係） 

 1．売買目的有価証券（2026年3月31日現在） 
 

 該当事項はありません。 

 

 2．満期保有目的の債券（2026年3月31日現在） 
（単位：百万円） 

 種 類 
連結貸借対照表 
計 上 額 

時 価 差 額 

時価が連結貸借対照表

計上額を超えるもの 
国債 － － － 

時価が連結貸借対照表

計上額を超えないもの 
国債 171,141 164,584 △ 6,557 

合 計 171,141 164,584 △ 6,557 

 

 3．その他有価証券（2026年3月31日現在） 

（単位：百万円） 
 

 種 類 
連結貸借対照表 
計 上 額 

取 得 原 価 差 額 

連 結 貸 借 対 照 表 

計 上 額 が 取 得 原 価 

を 超 え る も の 

株式 31,130 5,507 25,622 

債券 2,598 2,598 0 

国債 － － － 

地方債 2,598 2,598 0 

短期社債 － － － 

社債 － － － 

その他 227,260 209,326 17,933 

小計 260,989 217,432 43,556 

連 結 貸 借 対 照 表 

計 上 額 が 取 得 原 価 

を 超 え な い も の 

株式 － － － 

債券 1,126,205 1,152,485 △ 26,279 

国債 721,043 742,622 △ 21,579 

地方債 256,873 259,456 △ 2,582 

短期社債 － － － 

社債 148,288 150,406 △ 2,118 

その他 267,271 280,476 △ 13,205 

小計 1,393,476 1,432,962 △ 39,485 

合 計 1,654,466 1,650,394 4,071 
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 4．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 2025年4月1日 至 2026年3月31日） 
（単位：百万円） 

 売 却 額 売 却 益 の 合 計 額 売 却 損 の 合 計 額 

株式 138,192 63,436 △ 1,608 

債券 663,599 1,337 △ 50,979 

国債 286,078 1,332 △ 29,345 

地方債 310,427 － △ 19,577 

短期社債 － － － 

社債 67,094 4 △ 2,056 

その他 93,693 973 △ 4,050 

合計 895,485 65,747 △ 56,638 

 

 5．減損処理を行った有価証券 

 売買目的有価証券以外の有価証券（市場価格のない株式及び組合出資金を除く）のうち、当該有価証券の時価が取

得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当

該時価をもって連結貸借対照表計上額とするとともに、評価差額を当連結会計年度の損失として処理（以下「減損処

理」という。）しております。 

 当連結会計年度における減損処理額はありません。 

 また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、当連結会計年度末時点の時価が取得原価に対して、

50％以上下落したものについては全て減損処理し、30％以上50％未満下落したものについては、時価推移及び当該発

行体の業績推移等を考慮したうえで、概ね1年以内に時価の回復が認められないと判断したものについて減損処理を

行うこととしております。 

 

（金銭の信託関係） 

 1．運用目的の金銭の信託（2026年3月31日現在） 
（単位：百万円） 

 

 連 結 貸 借 対 照 表 計 上 額 
当 連 結 会 計 年 度 の 損 益 に 
含 ま れ た 評 価 差 額 

運用目的の金銭の信託 13,508 － 
 

 

 2．満期保有目的の金銭の信託（2026年3月31日現在） 

 該当事項はありません。 

 

 3．その他の金銭の信託（運用目的及び満期保有目的以外）（2026年3月31日現在） 

 該当事項はありません。 

 

（企業結合等関係） 

（株式取得による子会社化） 

当行は、2025年10月30日開催の取締役会決議に基づき、2025年12月1日付で北國総合リース株式会社の株式を取得

し、子会社化いたしました。 

 

 1．企業結合の概要 

⑴ 被取得企業の名称及びその事業の内容 

名称    北國総合リース株式会社 

事業の内容 リース業 

⑵ 企業結合を行った主な理由 

当行の親会社である株式会社ＣＣＩグループは2025年3月に新たに2ブランド体制となりました。2ブランドの1

つである「北國銀行ブランド」において、銀行業務とリース業務との一体性を高め更なるシナジー効果を追求す

ることを目的とし、株式会社ＣＣＩグループから北國総合リース株式会社の株式を取得し子会社化することとい

たしました。 

⑶ 企業結合日 

2025年12月1日（みなし取得日 2025年12月31日） 

⑷ 企業結合の法的形式 

当行株式を対価とする現物出資による株式取得 
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⑸ 結合後企業の名称 

変更はありません。 

⑹ 取得した議決権比率 

50.35％ 

⑺ 取得企業を決定するに至った主な根拠 

当行株式を対価として、当行親会社である株式会社ＣＣＩグループが保有する北國総合リース株式会社の株式

を取得することによるものです。 

 

 2．連結財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間 

2026年1月1日から2026年3月31日まで 

 

 3．被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳 

取得の対価  株式 1,220百万円 

取得原価      1,220百万円 

 

 4．株式の種類別の交換比率及びその算定方法並びに交付した株式数 

当行普通株式 1,220千株 

 

 5．主要な取得関連費用の内容及び金額 

該当事項はありません。 

 

 6．発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間 

該当事項はありません。 

 

 7．企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳 

流動資産 48,670百万円 

固定資産 4,982 

資産合計 53,652 

流動負債 32,317 

固定負債 11,088 

負債合計 43,405 

 

 8．企業結合が連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書に及ぼす影響

の概算額及びその算定方法 

経常収益 10,707百万円 

経常利益 476 

税金等調整前当期純利益 476 

親会社株主に帰属する当期純利益 125 

１株当たりの親会社株主に帰属する当期純利益金額 4.46円 

（概算額の算定方法） 

企業結合が連結会計年度開始の日に完了したと仮定して算定された売上高及び損益情報と、取得企業の連結損

益計算書における売上高及び損益情報との差額を影響の概算額としております。 

なお、当該注記は監査証明を受けておりません。 
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（収益認識関係） 

 1．顧客との契約から生じる収益を分解した情報（自 2025年4月1日 至 2026年3月31日） 
（単位：百万円） 

 
報告セグメント 

合計 
銀行業 リース業 

役務取引等収益 9,734 8 9,742 

預金・貸出業務 2,306 － 2,306 

為替業務 2,452 － 2,452 

信託関連業務 55 － 55 

証券関連業務 793 － 793 

代理業務 224 － 224 

キャッシュレス業務 1,984 － 1,984 

コンサルティング業務 184 － 184 

その他の業務 1,733 8 1,741 

その他業務収益 26 278 305 

その他経常収益 82 0 82 

顧客との契約から生じる経常収益 9,843 287 10,130 

上記以外の経常収益 135,906 4,433 140,340 

外部顧客に対する経常収益 145,750 4,720 150,471 

 

 2．収益を理解するための基礎となる情報 

 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「会計方針に関する事項⑾ 収益及び費用の計

上基準」に記載しているため、省略しております。 

 

 3．当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報 

重要性が乏しいため記載を省略しております。 

 

（１株当たり情報） 

１株当たりの純資産額 7,444円06銭 

１株当たりの親会社株主に帰属する当期純利益金額 448円57銭 

（注）当連結会計年度の潜在株式調整後１株当たり親会社株主に帰属する当期純利益金額は、潜在株式がないので記載

しておりません。 

 

（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 


